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船 舶 事 故 等 調 査 の 流 れ

船 舶 事 故 等 発 生

船舶事故等は、航空・鉄道事故等に比べ調査対象件数が多いことから、事故等の区分（重大なも

の及び重大なもの以外）に応じて、調査担当組織、審議部会などに違いがあります。

重大な船舶事故等は、東京の船舶事故調査官が事実調査等を行い、海事部会で審議します。また、

重大なもの以外の船舶事故等については、地方事務所の地方事故調査官が事実調査等を行い、海事

専門部会で審議します。（ここで船舶事故等とは、船舶の事故及び重大インシデントをいいます。）

船舶事故等のうち

重大なもの

・ 旅客のうちに死亡者若しくは行方不明者又は２人以上の重傷者が発生

・ ５人以上の死亡者又は行方不明者が発生

・ 国際航海に従事する船舶に係る事故であって、当該船舶が全損又は死亡・

行方不明者が発生

・ 油等の流出により環境に重大な影響を及ぼしたもの

・ 船舶事故等又は船舶事故に伴い発生した被害に先例がないもの

・ 特に重大な社会的影響を及ぼしたもの

・ その原因を明らかにすることが著しく困難なもの

・ 船舶事故等の防止、被害軽減のための重要な教訓を得られるもの

船舶事故等のうち重大なものの定義
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地方事務所は、全国 8 箇所（函館、

仙台、横浜、神戸、広島、門司、長崎

及び那覇）に置かれ、船舶事故等のう

ち重大なもの以外の事故等の調査を行

っており、航空・鉄道事故等の初動調

査の支援も担っています。

【地方事務所管轄図】

船舶事故等のうち

重大なもの以外

必要に応じて勧告・意見陳述

必要に応じて意見聴取会を開催
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地方事務所の設置
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調査担当組織

【東京の事務局】

審議・議決部会

：船舶事故調査官

：海事部会

調査担当組織

【管轄地方事務所】

審議・議決部会

：地方事故調査官

：海事専門部会

※2 原因関係者の希望により補佐する者の同席、公開での意見聴取が可能

※1 被害や社会的影響が大きい事故、委員会が必要と認める事故等については、

総合部会あるいは委員会全体で審議


